
3 就労支援の推進  

◎ 発達障害者を対象とした支援施策  ◎ 発達障害者が利用できる支援施策  

⑥若年コミュニケーション能力要支援者就職プログラム   

ハローワークにおいて、発達障害等の要因により、コミュニケーション  

能力に困難を抱えている求職者について、その希望や特性に応じた専  

門支援機関に誘導するとともに、障害者向けの専門支援を希望しない  

者については、専門的な相談、支援を実施する。  

また、専門支援機関である地域障害者職業センター及び発達障害者  

支援センターにおいて、発達障害者に対する就労支援の機能を強化し  

適切な支援を実施する。   

ケースワーク方式による職業指導等の実施   

ハローワークにおいて、個々の障害者の能力・適性等に応じて  

ケースワーク方式により、きめ細かな職業相談・職業指導を実施  

する。  

併せて、ハローワークとの連携の上、地域障害者職業センター  

において、職業評価、職業準備支援、職場適応支援等の専門的  

な各種職業リハビリテーションを実施する。  

障害者試行雇用（トライアル雇用）事業の推進  

事業主に障害者雇用のきっかけを提供するとともに、障害者に  
実践的な能力を取得させ、常用雇用へ移行するための短期間の  
試行雇用を実施して、障害者雇用を推進する。  

⑦発達障害者の就労支援者育成事業   

発達障害者の雇用促進を図るため、発達障害者支援センターにおい  

て、医療・保健福祉・教育等の関係機関の発達障害者支援関係者に対  

する就労支援ノウハウの付与のための講習、事業主を対象とした雇用  

管理ノウハウの普及・啓発を図るためのセミナーを実施するとともに、  

発達障害者と支援による体験交流会を開催する。  

※ 実施箇所数 6箇所   
福祉施設の人材を活用したジョブコーチ支援の充実   

福祉施設の職員が行うジョブコーチ支援について、障害者雇用  
納付金制度に基づく助成金の支給を行うことにより、福祉施設の  
ノウハウを生かした効果的な職場適応援助を行う。  

※ 障害者雇用納付金事業  

発達障害者に対する職業リハビリテーション支援技法  

の開発及び地域障害者職業センターにおける試行実施  

発達障害者の雇用促進に資するため、独立行政法人高齢・障害者  
雇用支援機構障害者職業総合センターにおいて発達障害者の就労  

支援に関する研究を行うとともに、発達障害者に対する職業リハビリ  
テーション支援技法の開発及びその蓄積を図る。  
また、これら技法開発の成果を活用し、地域障害者職業センターで  

発達障害者に対する専門的支援の試行実施を行う。  

※（独）高齢・障害者雇用支援機構交付金事業  

障害者就業・生活支援センター事業の拡充  

雇用、保健、福祉、教育等の地域の関係機関ネットワークを形  
成し、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における  
一体的な相談・支援を行う「障害者就業・生活支援センター」の設  

置箇所数を拡充する。  
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3 就労支援の推進  

◎ 発達障害者を対象とした支援施策  

⑧一般の職業能力開発校における発達障害者を対象  

とした職業訓練モデル事業  

（平成19年度開始）   

一般の公共職業能力開発校において、発達障害者を対象とした  
訓練コースを設置し、その障害に配慮した職業訓練を行うモデル事  

業を拡充する。  

※ 実施箇所数 3箇所→6箇所  

障害者職業能力開発校における発達障害者対象職業  

訓練の本格実施  

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の運営する障害者職   

業能力開発校において、H18から発達障害者の試行的な受入れ   
を開始したところであるが、上記の研究成果等を踏まえ、H20から   
新たに発達障害者対象訓練コースを設置し、職業訓練を本格実施  
する。  

※（独）高齢・障害者雇用支援機構交付金事業  

汀等を活用した発達障害者の就労促進・就労継続に向け  

た支援等に関する調査研究   

発達障害のある人に対する職業訓練等における支援・配慮の提   

供に関する実態調査を実施し、効果的な支援・配慮に関する事例   
集及びマニュアルを作成するとともに、それらに関する知識を広げ   
るための研修や情報提供の方法等について検討する。   

※（独）雇用・能力開発機構職業能力開発総合大学校の研究事業   



3就労支援の推進 ⑥若年コミュニケーション能力要支援者就職プログラム  
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②発達障害等、様々な要因によりコミュニケーション能力に困難  
を抱えている要支援者に対して、自らの特性と支援の必要性に  
ついての気づきを促し、適切な支援への誘導を行う。  

③発達障害者に対する専門的支援の強化を図ること等により、  
要支援者のニーズや応じた適切な相談・支援を実施し、要支援  
者の円滑な就職の促進を図る。  
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3 就労支援の推進⑦発達障害者の雇用促進のための就労支援者育成事業の拡充  
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3 就労支援の推進   
地域障害者職業センターにおける発達障害者に対する専門的支援の試行実施の流れ  
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提供・普及啓発   4 情報   ⑨発達障害情報センター  

発達障害に関する知見を集積し、全国へ情報提供・普及啓発活動を行う。  

忍三≡        普及■啓発          （ポスター・シンポジウム等）  

発達障害情報センター  
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平成20年度中に国立身体障害者リハビリテーションセンターヘ移行予定  



濠野  

発達障害情報サービス  

トップ！  暮人・賽換の方、  雷竜知りたい方へ  

発達障寒が義コても、  

誇りをもきて生きることができるように  

番Å▼家族の方、荒淫障頚を甑りたしl方、  

発違陣容に関わる方（支援者）に対して、  

発還綽轟に関する慣靖のおける情報を  

ねかりやすく渡供し欝す¢  

2008年3月28日【お知らせ】発達障害情粥センターホームページを問喜鼓しました。  ノ バンフレツト  

【発蓬陣営の  

のために玉  

◆発達障害と付き合う   

く二本人）  

◆発達障害と付き普う  

（軍帽など〉  

※ただいま製1ソ礼ております  

◆発達障害に気づく ◆繋連経書孝絹張すろ  

■乳誠児期  

■就学前穏  ・簗i郵童害ってどんな障害？  

－思壷剋  ・みなきんにわか「てほしいこと  

∴「－・．匡呈  

URL：htt  ：／／www．mh［w．  ／ddis／index，htmJ   14   



5 専門家の育成等 ⑩発達障害に係る研修等  

発達障害施策に携わる職員に対する研修等を行い、各支援現場等における対応の充実を図る。  
研修は、小児医療、精神医療、療育の3分野について、それぞれの専門機関である国立機関において医師  

等を対象とした研修を行う。  

3 自閉症に関するセミナー  1 発達障害者支援センター職員実務研修   

（か自閉症子育て支援セミナー  

全国の保護者を対象とした療育援助に   

関する情報の普及と障害への理解を目的。  

期 間  4日間 年2回  
対 象  全国の自閉症児（者）の  

保護者 100名  

②自閉症トレーニングセミナー  

全国の自閉症等関係施設職員及び教師   

等を対象に実践を通した療育援助技術の   

習得を目的。  

期 間  5日間 年2回  
対 象  全国の自閉症関係施設職  

員及び教職員 30名  

発達障害者支援センター職員を対象と  

する研修を行い、職員の資質の向上を図  
る．．   

期 間  5日間 年2回   
対 象  全国の発達障害者支援セン  

ター職員で心理療法及び相談  

支援を担当する職員 20名  

2 発達障害関係職員研修   
4 小児医療等に関する研修   5 精神医療等に関する研修   

学習障害（LD）、注意欠陥多動性  
障害（ADHD）に対する支援は、十  
分に対応がなされていないことから、  

都道府県・政令指定都市の発達障害分  
野の指導者となる職員に対する研修を  

実施し、発達障害者の支援の充実を図  
る＿、   

期 間  5日間 年2回   
対 象  都道府県・政令指定都市  

の現任者（行政担当者、保  
健師、・保育士等 60名）  

幼児期、小児期における早期発見  
を強化し、適切なアドバイスや、  
専門医への紹介をするための研修。  

期 間  2日間 年2回   
対 象  全国の小児医療機関の  

医師等  

幼児期、小児期において発見され  
なかったアスペルガー症候群などの  

発見について強化し、適切なアドバ  
イスや、専門医への紹介をするため  
の研修。  

期 間  2日間 年2回   
対 象  全国の精神医療機関の 

医師等  
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